
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
青
少
年
に
有
益
な
書
籍
と
し
て
推
奨
す
る
件

五
七
一

○
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
件

五
七
一

○
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件

五
七
二

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件

五
七
二

○
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件

五
七
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
三
件

五
七
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件

五
七
五

公

告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

五
七
六

正

誤

○
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
付
け
号
外
第
五
十
六
号
中

五
七
六

告

示

福
島
県
告
示
第
七
百
一
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
上
に
お
い
て
有
益
な
書
籍
と
し
て
、
次
の
も
の
を
推
奨
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

推
奨
番
号

名

称

制
作
者
又
は
配
給
者

備

考

二
二
六
あ
ひ
る
の
手
紙

朽
木

祥
・
作

推
奨
対
象

小
学

さ
さ
め
や
ゆ
き
・
絵

生
（
低
学
年
）

（
株
式
会
社
佼
成
出
版
社
）

二
二
七
戦
場
の
オ
レ
ン
ジ

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
レ
ア
ー
ド
・

推
奨
対
象

小
学

著
者

生
（
中
学
年
及
び

石
谷
尚
子
・
訳
者

高
学
年
）
、
中
学

（
株
式
会
社
評
論
社
）

生
、
高
校
生
、
青

年
及
び
一
般

二
二
八
ゾ
ウ
が
と
お
る
村

ニ
コ
ラ
・
デ
イ
ビ
ス
・
作

推
奨
対
象

小
学

者

生
（
中
学
年
及
び

も
り
う
ち
す
み
こ
・
訳
者

高
学
年
）
、
中
学

（
株
式
会
社
さ
・
え
・
ら

生
、
高
校
生
、
青

書
房
）

年
及
び
一
般

（
青
少
年
・
男
女
共
生
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
二
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
図
書
類
を
青
少
年
に
有
害
な
も
の
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

指
定
番
号

種

類

名

称

等

発

行

者

指
定
理
由

六
五
七
二

コ
ミ
ッ

月
刊
い
ち
ば
ん
残
酷
な
ま
ん

株
式
会
社
ぶ
ん
か

著
し
く
青
少
年
の

ク

が
グ
リ
ム
童
話

２
０
１
４

社

粗
暴
性
又
は
残
虐

１
２
月
号

性
を
助
長
し
、
そ

（
０
８
３
０
５
―
１
２
）

の
健
全
な
育
成
を

阻
害
す
る
お
そ
れ

六
五
七
三

雑

誌

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド

２
０
１

株
式
会
社
笠
倉
出

が
あ
る
。

４

１
２
月
号

版
社

（
０
６
２
３
１
―
１
２
）

六
五
七
四

雑

誌

２
１
世
紀
殺
人
者
読
本

株
式
会
社
宝
島
社

（
６
６
０
９
５
―
２
５
）

六
五
七
五

雑

誌

月
刊
実
話
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

マ
イ
ウ
ェ
イ
出
版

２
０
１
４

１
２
月
号

株
式
会
社

（
１
５
１
１
５
―
１
２
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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六
五
七
六

雑

誌

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
極
ベ
ス
ト

ミ
リ
オ
ン
出
版
株

ｖ
ｏ
ｌ
・
９

激
変
！
ニ
ッ

式
会
社

ポ
ン
の
裏
社
会

（
６
８
５
１
３
―
４
３
）

六
五
七
七

雑

誌

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ

１
２
月

ミ
リ
オ
ン
出
版
株

著
し
く
青
少
年
の

号

式
会
社

自
殺
又
は
犯
罪
を

（
０
４
８
７
７
―
１
２
）

誘
発
し
、
そ
の
健

全
な
育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が
あ

る
。

（
青
少
年
・
男
女
共
生
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
三
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
な
お
、
そ
の
申
請
書
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理

施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し

た
書
類
を
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
一
月
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

環
境
省
東
北
地
方
環
境
事
務
所
福
島
環
境
再
生
事
務
所

所
長

関
谷

毅
史

福
島
県
福
島
市
栄
町
十
一
番
二
十
五
号
Ａ
Ｘ
Ｃ
ビ
ル
六
階

二

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

福
島
県
相
馬
郡
飯
舘
村
蕨
平
字
蕨
平
百
九
十
九
番
、
二
百
一
番
、
二
百
二
番
及
び
二
百
三
番

三

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
ご
み
処
理
施
設
の
う
ち
焼
却
施
設

四

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類

片
付
け
ご
み
、
家
屋
解
体
廃
棄
物
、
除
染
廃
棄
物
及
び
農
林
業
系
廃
棄
物
（
産
業
廃
棄
物
及
び
特

定
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

五

申
請
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日

六

縦
覧
場
所

１

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
十
番
地

２

飯
舘
村
除
染
推
進
課

福
島
県
相
馬
郡
飯
舘
村
伊
丹
沢
字
伊
丹
沢
五
百
八
十
番
地
一

３

南
相
馬
市
市
民
生
活
部
生
活
環
境
課

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
本
町
二
丁
目
二
十
七
番
地

４

浪
江
町
ふ
る
さ
と
再
生
課

福
島
県
双
葉
郡
浪
江
町
大
字
幾
世
橋
字
六
反
田
七
番
地
の
二

５

浪
江
町
二
本
松
事
務
所
総
務
課

福
島
県
二
本
松
市
北
ト
ロ
ミ
五
百
七
十
三
番
地

（
一
般
廃
棄
物
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
四
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
な
お
、
そ
の
申
請
書
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理

施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し

た
書
類
を
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
一
月
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

環
境
省
東
北
地
方
環
境
事
務
所
福
島
環
境
再
生
事
務
所

所
長

関
谷

毅
史

福
島
県
福
島
市
栄
町
十
一
番
二
十
五
号
Ａ
Ｘ
Ｃ
ビ
ル
六
階

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

福
島
県
相
馬
郡
飯
舘
村
蕨
平
字
蕨
平
百
九
十
九
番
、
二
百
一
番
、
二
百
二
番
及
び
二
百
三
番

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
七
条
第

三
号
に
規
定
す
る
汚
泥
の
焼
却
施
設
兼
同
条
第
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

汚
泥
、
木
く
ず
及
び
動
物
の
ふ
ん
尿

五

申
請
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日

六

縦
覧
場
所

１

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
十
番
地

２

飯
舘
村
除
染
推
進
課

福
島
県
相
馬
郡
飯
舘
村
伊
丹
沢
字
伊
丹
沢
五
百
八
十
番
地
一

３

南
相
馬
市
市
民
生
活
部
生
活
環
境
課

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
本
町
二
丁
目
二
十
七
番
地

４

浪
江
町
ふ
る
さ
と
再
生
課

福
島
県
双
葉
郡
浪
江
町
大
字
幾
世
橋
字
六
反
田
七
番
地
の
二
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５

浪
江
町
二
本
松
事
務
所
総
務
課

福
島
県
二
本
松
市
北
ト
ロ
ミ
五
百
七
十
三
番
地

（
産
業
廃
棄
物
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
次
の
と
お
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ

た
。
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
は
、
福
島
県
農
林
水
産
部
農
業
支
援
総
室
農
業
担
い
手
課
で
平
成
二

十
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る

認
可
申
請

土
地

年
月
日

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

柏
村

榮

西
白
河
郡
矢
吹
町
東

西
白
河
郡
矢
吹
町
西
長
峰
六

平
成
二
六

長
峰
二
一
七

二
九
ほ
か
十
二
筆

年
一
一
月

一
三
日

斎
藤

常
治

西
白
河
郡
矢
吹
町
東

西
白
河
郡
矢
吹
町
田
町
七
四

同

日

長
峰
二
一
八

七
ほ
か
九
筆

野
崎

久

西
白
河
郡
矢
吹
町
根

西
白
河
郡
矢
吹
町
東
長
峰
七

同

日

宿
四
九
五
―
四

三
六
ほ
か
八
筆

小
針

一
之

西
白
河
郡
矢
吹
町
根

西
白
河
郡
矢
吹
町
西
長
峰
六

同

日

宿
六
八
〇

〇
七
ほ
か
五
筆

加
藤

善
一

西
白
河
郡
矢
吹
町
弥

西
白
河
郡
矢
吹
町
東
長
峰
七

同

日

栄
五
七
七

五
七
ほ
か
八
筆

富
永

幸
雄

西
白
河
郡
矢
吹
町
東

西
白
河
郡
矢
吹
町
東
長
峰
七

同

日

長
峰
五
〇

二
四
ほ
か
三
筆

大
和
田

昭
雄

西
白
河
郡
矢
吹
町
鍋

西
白
河
郡
矢
吹
町
東
長
峰
七

同

日

内
一
九
〇

一
九
ほ
か
二
筆

酒
井

清
喜

西
白
河
郡
矢
吹
町
弥

西
白
河
郡
矢
吹
町
東
長
峰
七

同

日

栄
五
三
五

六
一
ほ
か
五
筆

鈴
木

英
次

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
翁
沢

同

日

字
翁
沢
字
屋
敷
一
七

字
前
田
一
ほ
か
四
十
七
筆

六
四

小
熊

繁
三
郎

河
沼
郡
会
津
坂
下
町

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
金

同

日

大
字
金
上
字
太
田
谷

上
字
太
田
谷
地
二
〇
三
ほ
か

地
四
五
二
三

四
十
五
筆

小
林

惣
之
助

河
沼
郡
会
津
坂
下
町

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
金

同

日

大
字
金
上
字
太
田
谷

上
字
太
田
谷
地
二
〇
二
―
一

地
四
五
二
〇

ほ
か
七
筆

（
農
業
担
い
手
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
久
之
浜
町
末
続
字
下
長
沢
三
一
、
三
二
、
四
三
か
ら
四
七
ま
で
、
四
九
、
五
二
、
五

三
、
五
四
の
三
、
五
六
の
一
、
五
七
の
一
、
五
九
、
六
〇
の
一
か
ら
六
〇
の
三
ま
で
、
六
一
の
一
、

六
三
の
一
、
六
五
、
六
六
、
六
八
の
一
、
六
九
の
一
、
七
〇
、
七
一
、
七
三
、
九
二
、
字
岸
内
一

二
一
、
一
二
二
、
字
深
谷
九
二
の
一
、
久
之
浜
町
金
ケ
沢
字
小
浜
二
九
、
三
〇
の
一
、
三
〇
の
三
、

三
四
の
二
、
字
腰
目
作
一
三
か
ら
一
五
ま
で
、
一
八
、
字
戸
ノ
入
七
七
か
ら
七
九
ま
で

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
下
長
沢
四
三
・
五
三
（
以
上
二
筆
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五
四
の
三
、

六
九
の
一
・
七
〇
・
七
三
（
以
上
三
筆
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
岸
内
一
二

二
、
字
深
谷
九
二
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
小
浜
三
〇
の
一
、
三
〇
の

三
、
三
四
の
二
、
字
腰
目
作
一
三
か
ら
一
五
ま
で
・
一
八
（
以
上
４
筆
、
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、
字
戸
ノ
入
七
七
、
七
八
、
七
九
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⑵

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⑶

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑷

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
久
之
浜
町
久
之
浜
字
須
賀
二
七
の
三
、
二
七
の
七
、
二
八
の
一
、
二
八
の
三
、
久
之

浜
町
末
続
字
下
長
沢
四
三
・
五
三
（
以
上
二
筆
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五
四
の
三
、

六
九
の
一
・
七
〇
・
七
三
（
以
上
三
筆
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
岸
内
一
二
二
、

字
深
谷
八
八
の
五
、
八
八
の
六
、
九
二
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
久
之
浜
町
金

ケ
沢
字
小
浜
三
〇
の
一
、
三
〇
の
三
、
三
四
の
二
、
字
腰
目
作
一
三
か
ら
一
五
ま
で
・
一
八
（
以

上
四
筆
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
戸
ノ
入
七
七
、
七
八
、
七
九
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

潮
害
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川
内
字
長
阿
勢
美
五
〇
一
の
一
、
五
〇
一
の
二
、
五
〇
一
の
八
、
五
〇

二
、
字
川
張
五
〇
一
の
一
、
五
〇
一
の
二
、
五
〇
二
、
字
戸
沢
五
〇
一
の
一
、
字
西
金
山
一
の
一
、

一
の
三
、
字
大
笹
一
か
ら
五
ま
で
、
字
四
蔵
森
五
〇
一
、
字
和
田
山
五
〇
一
、
字
四
蔵
日
向
一
か

ら
五
ま
で
、
大
字
下
川
内
字
マ
リ
山
五
〇
一
の
二
、
双
葉
郡
広
野
町
大
字
上
浅
見
川
字
五
社
森
一
、

字
深
山
小
屋
一
、
字
廣
平
一

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養
か
ん

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
五
社
森
一
、
字
深
山
小
屋
一
、
字
廣
平
一

⑵

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⑶

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
町
村
に
係
る

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑷

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川
内
字
荻
五
一
二
、
五
一
三
、
五
二
〇
、
字
五
枚
沢
五
二
〇
、
五
二
一
、

字
道
ノ
下
五
二
二
の
二
四

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
川
内
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

双
葉
郡
広
野
町
大
字
上
浅
見
川
字
五
社
森
一
、
字
深
山
小
屋
一
、
字
廣
平
一

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
広
野
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福
島
県
告
示
第
七
百
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
大
久
町
大
久
字
石
ノ
本
七
九
の
二
、
字
滝
ノ
尻
九
七
の
三
、
九
七
の
四
、
九
七
の
八
、

九
七
の
一
一
、
字
一
盃
森
九
〇
の
二
、
九
〇
の
三
二
か
ら
九
〇
の
四
七
ま
で
、
九
〇
の
五
三
、
九
〇

の
五
四
、
字
芦
沢
二
四
一
の
二
三
、
二
四
一
の
八
二
か
ら
二
四
一
の
九
五
ま
で
、
二
四
一
の
一
〇
四
、

二
四
一
の
一
〇
五
、
二
四
一
の
一
二
九
か
ら
二
四
一
の
一
三
六
ま
で
、
二
四
一
の
一
四
〇
、
字
寺
ノ

作
二
二
七
の
六
、
二
二
七
の
四
二
、
二
二
七
の
四
三
、
二
二
七
の
四
五
、
二
二
七
の
四
七
か
ら
二
二

七
の
四
九
ま
で
、
二
二
八
の
九
、
二
二
八
の
一
七
、
二
二
八
の
四
二
、
二
二
八
の
四
四
か
ら
二
二
八

の
八
八
ま
で
、
二
二
八
の
一
〇
三
か
ら
二
二
八
の
一
一
三
ま
で
、
二
二
八
の
一
八
八
、
二
二
八
の
一

九
〇
、
二
二
八
の
一
九
一
、
二
二
八
の
二
〇
一
、
二
二
八
の
二
〇
二
、
字
入
間
沢
七
四
の
四
〇
、
七

四
の
六
五
か
ら
七
四
の
六
七
ま
で
、
七
四
の
七
〇
か
ら
七
四
の
七
五
ま
で
、
七
四
の
七
九
、
七
四
の

一
〇
七
か
ら
七
四
の
一
一
六
ま
で
、
七
四
の
一
四
〇
か
ら
七
四
の
一
五
七
ま
で
、
七
四
の
一
七
〇
か

ら
七
四
の
一
七
五
ま
で
、
七
四
の
一
八
六
か
ら
七
四
の
一
八
八
ま
で
、
七
四
の
一
九
六
、
七
四
の
一

九
七
、
七
四
の
二
一
〇
か
ら
七
四
の
二
一
七
ま
で
、
大
久
町
小
久
字
南
沢
一
の
四
、
一
の
三
三
、
一

の
四
六
か
ら
一
の
六
〇
ま
で
、
一
の
一
〇
一
か
ら
一
の
一
二
六
ま
で
、
一
の
一
二
九
、
一
の
一
三
一

か
ら
一
の
一
三
七
ま
で
、
一
の
一
四
〇
、
一
の
一
五
七
か
ら
一
の
一
六
三
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
久
之
浜
町
末
続
字
館
四
四
の
一
、
五
九
、
六
〇
の
一
、
六
一
の
一
、
六
二
、
六
六
、

字
下
長
沢
七
四
の
一
、
七
五
、
七
六
、
字
花
立
一
五
か
ら
二
一
ま
で
、
二
二
の
三
、
二
八
の
二
、

二
九
、
三
四
、
字
塩
民
九
六
、
九
七
、
久
之
浜
町
金
ケ
沢
字
藪
下
二
九
、
三
〇
、
三
一
の
一
、
三

二
の
二
、
字
明
不
作
三
三
、
字
坂
下
六
四

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
館
四
四
の
一
、
五
九
、
六
〇
の
一
、
六
一
の
一
、
六
二
、
六
六
、
字
下
長
沢
七
四
の
一
、

七
五
、
七
六
、
字
花
立
一
五
か
ら
二
一
ま
で
、
二
二
の
三
、
二
八
の
二
、
二
九
、
三
四
、
字

塩
民
九
六
、
九
七
、
字
藪
下
二
九
、
三
〇
、
三
一
の
一
、
三
二
の
二
、
字
明
不
作
三
三
、
字

坂
下
六
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⑵

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⑶

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑷

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
久
之
浜
町
末
続
字
戸
ノ
内
一
〇
八
の
一
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
館
ノ
山
四
の
一
三
、

五
の
一

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

公

告
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公
告
第
三
百
三
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

阿
賀
川
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

齋
藤

善
平

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
宮
古
字
中
西
九
八
番
地

同

横
山

源
栄

同

郡
同

町
大
字
中
泉
字
中
屋
敷
一
七
七
四
番
地

同

蓮
沼

哲

同

郡
同

町
大
字
金
上
字
東
村
八
四
番
地

同

岩
渕

一

同

郡
同

町
大
字
青
木
字
葭
尻
六
番
地

同

宇
内

紘

同

郡
同

町
大
字
青
津
字
本
丁
五
六
番
地

同

佐
藤

裕
一

同

郡
同

町
大
字
三
谷
字
谷
地
二
八
七
番
地

同

二
瓶

庄
一

同

郡
同

町
大
字
御
池
田
字
小
池
六
〇
番
地

同

谷
津

英
世

同

郡
同

町
大
字
海
老
細
字
大
道
下
乙
三
六
一
番
地

同

石
田

栄

同

郡
同

町
大
字
新
開
津
字
村
内
三
二
番
地

同

慶
徳

正
之

同

郡
同

町
大
字
立
川
字
金
山
一
五
〇
番
地

同

樋

伸
喜

同

郡
同

町
大
字
開
津
字
淨
福
甲
八
六
番
地

監
事

田

孝

同

郡
同

町
大
字
金
上
字
舘
一
六
九
番
地

同

石
川

源
一

同

郡
同

町
大
字
五
香
字
十
日
町
五
二
三
番
地

同

齋
藤

義
春

同

郡
同

町
大
字
合
川
字
場
化
一
四
六
五
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

齋
藤

善
平

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
宮
古
字
中
西
九
八
番
地

同

横
山

源
栄

同

郡
同

町
大
字
中
泉
字
中
屋
敷
一
七
七
四
番
地

同

田

孝

同

郡
同

町
大
字
金
上
字
舘
一
六
九
番
地

同

岩
渕

一

同

郡
同

町
大
字
青
木
字
葭
尻
六
番
地

同

大
樋

和
美

同

郡
同

町
大
字
開
津
字
舘
中
乙
一
四
番
地

同

二
瓶

庄
一

同

郡
同

町
大
字
御
池
田
字
小
池
六
〇
番
地

同

石
川

源
一

同

郡
同

町
大
字
五
香
字
十
日
町
五
二
三
番
地

同

若
桑

勝

同

郡
同

町
大
字
青
津
字
本
丁
五
八
番
地

同

佐

清

同

郡
同

町
大
字
福
原
字
家
東
一
六
番
地

同

稲
垣

宗
平

同

郡
同

町
大
字
束
原
字
舘
ノ
内
七
三
一
番
地

同

古
俣

健
二

同

郡
同

町
大
字
沼
越
字
村
東
三
四
四
番
地
一

監
事

佐
藤

治

同

郡
同

町
大
字
三
谷
字
谷
地
三
四
〇
番
地

同

齋
藤

義
春

同

郡
同

町
大
字
合
川
字
場
化
一
四
六
五
番
地

同

大
堀

三
男

会
津
若
松
市
北
会
津
町
和
泉
一
九
一
番
地

（
農
村
計
画
課
）

正

誤

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
付
け
号
外
第
五
十
六
号
中

四

三
○

緊
急
雇
用
創
出
事
業

緊
急
雇
用
対
策
事
業
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